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はじめに 環境配慮マニュアルについて 
 

 

本マニュアルは、小笠原諸島の工事等に携わる東京都職員が設計時（設計に必要な自然

環境調査を含む）、施工時に環境配慮指針に基づいて事業を実施する際に、参考となる事

項についてまとめました。 

「基礎資料編」は、小笠原諸島で公共事業を行う場合に知っておくべき法令や自然環境

等について整理しました。「技術指針編」は、「小笠原諸島の公共事業における環境配慮指

針」を補うものとして、自然環境調査の方法や、小笠原諸島で公共事業を行う場合の環境

配慮事項を「実施計画・設計段階」、「施工段階」に分けて具体的な内容を整理しました。 

また、小笠原諸島で実施される公共事業を対象に、本マニュアルでは父島と母島を対象

地域として作成していますが、父島と母島以外でも近年、公共事業が行われることもある

ため、必要に応じて父島・母島以外でも本マニュアルを参考にすることができます。 

本マニュアルは平成 26年度に策定し、平成 31年３月に第１回の改定を行いました。第

２回目となる本改定では、新たな生物情報、世界自然遺産小笠原諸島管理計画の改定に対

応などするとともに、以下の視点で改定しました。 

〇前回改定から小笠原諸島で実施されてきた自然環境調査をもとに、公共事業を行う際に留

意が必要な自然環境情報を更新 

〇固有種の絶滅回避といった個々の生物種の保全だけでなく、未侵入・未定着の侵略的外来

種の侵入・拡散防止対策を強化 

〇新たな知見や小笠原諸島特有の自然環境を踏まえた自然環境調査方法と、環境配慮事項を

整理 

また、野生生物との共存を目指した公共事業として、東京都で実施する環境配慮事業の進

め方と、環境配慮事例を参考資料として取りまとめました。 

マニュアルの構成  マニュアルの内容 
   

基礎資料編  小笠原諸島で公共事業を行う場合に知っ

ておいてほしいこととして、法令等や自然

環境等の情報を掲載 

第１章 法令等   

第２章 自然環境等  
  

 
技術指針編  

 第３章 自然環境調査  

■自然環境調査の判断と流れ  

  ■調査事項  
 

 第４章 環境配慮事項  

■環境配慮事項   

  ■その他の方策  

 

自然環境調査の方法 

実施計画・設計段階、施工段階の環境配慮
事項、公共事業における外来種対策など 

環境配慮指針における実施計画・設計段階及び施工段

階における事項 

図：本マニュアルの構成と内容 

はじめに 

自然環境調査の対象と考え方を示す 

※.本書は東京都職員以外にも広く活用できるよう公開版として「小笠原諸島の公共事業にお

ける環境配慮マニュアル」のうち外部へ漏洩することにより乱獲や生息・生育地のかく乱

を誘発する恐れがある重要な自然環境に関する情報を一部削除して作成しています。 
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基 礎 資 料 編 

第１章 法令等 

小笠原諸島では、固有の自然が多く残され、法令等により地域や生物等が指定されるこ

とにより守られています。このような小笠原諸島の特有な自然環境を保全するにあたり、

指定された対象地域内で行う行為や対象生物等に影響を与える行為等については手続き

が必要になります。以下にその法令等と本マニュアルでの記載する内容を示します。 

 

表 1：小笠原諸島における法制度 

  

 法令等 協議先 
本マニュア

ル参照 

条
約 

世界の文化遺産及び自然遺

産の保護に関する条約 

・管理機関：環境省、林野庁、文化庁、 

東京都、小笠原村 
Ｐ3 

法
律 

自然公園法 

・東京都小笠原支庁土木課 

・環境省小笠原自然保護官事務所 

・環境省母島自然保護官事務所 

※.申請内容により異なる 

Ｐ8 

鳥獣の保護及び狩猟の 

適正化に関する法律 
・環境省関東地方環境事務所 Ｐ16 

文化財保護法 

・小笠原村（申請書提出先） 

・文化庁文化財第二課天然記念物部門 

・東京都教育庁地域教育支援部管理課 

Ｐ19 

絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律（種の保存法） 

・環境省自然環境局野生生物課 

・環境省小笠原自然保護官事務所 

※申請内容により異なる。 

Ｐ23 

特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関す

る法律（特定外来生物法） 

・環境省関東地方環境事務所 

（手続きや外来生物等） 

・環境省自然環境局野生生物課外来生物対

策室（その他） 

Ｐ28 

東
京
都
条
例 

東京都環境影響評価条例 ・東京都環境局 Ｐ30 

東京における自然の保護と

回復に関する条例 
・東京都環境局 Ｐ35 

東京都景観計画 

・東京都 小笠原支庁 土木課 住宅担当 

（届出書の提出先） 

・（東京都 都市整備局 都市づくり政策部 

緑地景観課 街並み景観担当 ） 

Ｐ39 

保
護
林
制
度 

小笠原諸島 

森林生態系保護地域 
・林野庁 関東森林管理局 Ｐ43 
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１‐１ 条約 

（１）世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 

 

項目 内  容 

目 

的 

顕著で普遍的な価値を有する遺跡や自然地域などを、人類全体のための世界の遺産とし

て損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立す

る。 

対 
 

象 

※第２条の価値及び、小笠原諸島の登録基準（ⅸ生態系）を損なわないための対応が必要

である。 

●第２条 

この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものを言う。 

* 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上

又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 

* 地質学的又は地形学的形成物もしくは脅威にさらされている動物又は植物の種の生息

地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕

著な普遍的価値を有するもの 

* 自然の風景地もしくは区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存

上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの  

●小笠原諸島の世界自然遺産登録基準（クライテリア） 

陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中

の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。 

評 

価 

の 

内 

容 

資産の生態系は様々な進化の過程を反映しており、それは東南アジア及び北東アジア

起源の植物種の豊かな組み合わせによって表されている。また、そのような進化の過程

の結果、固有種率が極めて高い分類群がある。植物相では、活発な進行中の種分化の重

要な中心地となっている。 

小笠原諸島は、陸産貝類の進化及び植物の固有種における適応放散という、重要な進

行中の生態学的過程により、進化の過程の貴重な証拠を提供している。小笠原群島の島

の間の、時には島の中における細やかな適応放散の数々の事例は、種分化及び生態学的

多様化の研究、理解の中核となっている。この特徴はさらに、陸産貝類などにおける絶

滅率の低さにより、強化されている。小笠原諸島においては、固有性の密度の高さと適

応放散の証拠の多いことの組み合わせが、他の進化過程を示す資産よりも際立ってい

る。小面積であることを考慮すると、小笠原諸島は陸産貝類と維管束植物において並外

れた高いレベルの固有性を示している。 

 

環境省、林野庁、文化庁、東京都及び小笠原村では、小笠原諸島全体における自然

環境の保全管理を適正かつ円滑に進めるために、各種制度の運用及び保全管理の推進

等に関する基本的な方針を明らかにするものとして、「世界自然遺産 小笠原諸島 

管理計画（2024年５月改正）」（小笠原世界遺産センターのホームページからダウンロ

ード可能）を策定し、それぞれの機関が役割分担しながら保全管理を実施しています。 
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なお、「世界自然遺産 小笠原諸島 管理計画」では、小笠原諸島のうち、小笠原

群島の全島（父島の一部及び母島の一部を除く。）、西之島、北硫黄島及び南硫黄島

の全島が、遺産地域としています。しかし、遺産地域の自然環境を保全管理するため

には、普及啓発や侵略的外来種による影響の排除等の取組を必要としていますが、こ

れらの取組の多くは遺産地域に限定しては十分な効果を得ることができないことか

ら、管理計画の対象範囲として、遺産地域、周辺地域、周辺海域及び航路を含む小笠

原諸島全体としています。 

また、保全管理を適正・円滑に進めていくために、地元関係機関との連絡調整を図

る目的で「小笠原諸島世界自然遺産地域連絡会議」を、学識経験者により遺産地域の

適正管理を進めるために必要な助言を得る目的で「小笠原諸島世界自然遺産地域科学

委員会」を設置して、管理機関と連携・協力しています。さらに個別分野の検討を進

めるために、関係機関において様々な検討部会が設置されています（図 1-1-1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-1-1：小笠原諸島世界自然遺産に関する検討体制 

科学的助言 
 

助言の要請 
 

科学的助言 
 

報告・ 

助言の要請 
 

連絡・調整 

情報共有 

・調整 

科学的助言 
 

報告 

出典：「令和５年度第２回小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会『参考資料３ 小笠原諸島世界自然

遺産に関する検討体制 概念図』」をもとに作成 

 

【目的】 
・小笠原諸島世界自然遺産地の適正な管理のあ

り方を検討し、検討結果の実現に最大限の努力

を行うために設置し、関係機関の連絡・調整を図

る。 

【検討事項】 

①遺産地域の管理計画に関する事項 

②遺産地域の適正な保全・管理を推進するための

連絡・調整に関する事項 

③その他、目的を達成するために必要と認められる

事項 

【目的】 
・世界遺産に登録された小笠原諸島の自然環境の

適正な保全管理に必要な科学的助言を得るため、

学識経験者による委員会を設置。 

【検討事項】 

①小笠原諸島の世界自然遺産地域としての価値の

保全に関する事項 

②小笠原諸島の自然環境の保全管理に関する事項 

③保全管理のための調査研究・モニタリングに関する

事項 

④その他、目的達成のために必要な事項 
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●世界遺産委員会への保全状況に関する報告について 

Reactive Monitoring（作業指針 172 項） 

情報収集 
HIA: Heritage Impact Assessment 

（OUVに影響する可能性がある案件等の自主報告） 

根拠規定等 作業指針第 172項 

報告周期 随時 

対象 

世界遺産に登録された資産の顕著な普遍的価値に影

響する可能性のある大規模な復元又は新規工事を、条

約の下に保護されている地域において実施する場合

若しくは許可しようとする場合 
報告様式 HIAガイダンス 

評価者 ICOMOS 

 

世界遺産条約履行のための作業指針（2017） 

https://bunka.nii.ac.jp/special_content/hlink13 

 

172. 世界遺産委員会は、条約締約国が、資産の顕著な普遍的価値に影響する可能

性のある大規模な復元又は新規工事を、条約の下に保護されている地域において

実施する場合若しくは許可しようとする場合は、その旨を、事務局を通じて委員

会に通知するように要請する。資産の顕著な普遍的価値の十分な保存を担保する

ための適切な解決策の検討について委員会が支援を行うことが可能となるよう

に、できるだけ早い段階で(例えば、具体的な事業の基本（計画、設計）書を起

草する前に)、また、変更不可能な決定を行う前の段階で、通知することが求め

られる。 

 

 

 

 

 

 

  

https://bunka.nii.ac.jp/special_content/hlink13
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図 1-1-2：遺産区域図（父島） 

※.管理計画の範囲は全島を

対象とする。 
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図 1-1-3：遺産区域図（母島） 

※.管理計画の範囲は全島を

対象とする。 
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１‐２ 法律 

（１）自然公園法 

 

項目 内  容 

目
的 

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保

健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与する。 

対 
 

象 

特別地域（第二十条）※特別保護地区を除く 

次に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の許可を受けなければ、してはならな

い。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は環境大臣が指定する区

域内において木竹を損傷する行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限

りでない。 
①工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  
②木竹を伐採すること。  
③環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。  
④鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。  
⑤河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。  
⑥環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若

しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて
排出すること。  

⑦広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工
作物等に表示すること。  

⑧屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。  
⑨水面を埋め立て、又は干拓すること。  
⑩土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。  
⑪高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。  
⑫環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風

致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植
物の種子をまくこと。  

⑬山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当
該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。  

⑭環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風
致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと（当該指定
する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。）。  

⑮屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。  
⑯湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内

に立ち入ること。  
⑰道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若

しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。  
⑱前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政

令で定めるもの 

特別保護地区（第二十一条） 

次に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の許可を受けなければ、してはならな

い。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。  
①工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  
②木竹を伐採すること。  
③鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。  
④河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。  
⑤環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若

しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて
排出すること。  

⑥広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工
作物等に表示すること。  

⑦水面を埋め立て、又は干拓すること。  
⑧土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。  
⑨屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。 
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項目 内  容 

対 
 

象 

 
⑩湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内

に立ち入ること。  
⑪木竹を損傷すること。  
⑫木竹を植栽すること。  
⑬動物を放つこと（家畜の放牧を含む。）。  
⑭屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。  
⑮火入れ又はたき火をすること。  
⑯木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。  
⑰木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。  
⑱動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。  
⑲道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。  
⑳前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為

で政令で定めるもの。 

海域公園地区（第二十二条） 

次に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の許可を受けなければ、してはならな

い。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は①②③⑥⑦⑨に掲げる

行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。  
①工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  

②鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。  

③広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工

作物等に表示すること。 

④環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに

環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若

しくは損傷すること。  

⑤海面を埋め立て、又は干拓すること。  

⑥海底の形状を変更すること。  

⑦物を係留すること。  

⑧汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。  

⑨環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。 

⑩前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為

で政令で定めるもの 

普通地域（第三十三条） 

国立公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域（普通地域）内にお

いて、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣に対し、環境省

令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で

定める事項を届け出なければならない。ただし、①③⑤⑦に掲げる行為で海域内において

漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでな

い。 
①その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること（改築

又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は

増築を含む。）。  

②特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。  

③広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工

作物等に表示すること。  

④水面を埋め立て、又は干拓すること。  

⑤鉱物を掘採し、又は土石を採取すること（海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメート

ルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。）。  

⑥土地の形状を変更すること。  

⑦海底の形状を変更すること（海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する

海域内においてする場合に限る。）。 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

■行為規制 

自然公園内で開発行為を行う場合は、公園計画の保護計画によって定められる地種

区分により、自然公園法または自然公園条例に基づく申請や届出の手続が必要となり

ます。 

自然公園法に基づく規制の対象行為は、保護計画に定められる地種区分によって異

なります。また、自然公園法施行規則に定められた基準及び管理運営計画書（管理計

画書）や通達に基づき、審査を行っています。 

 

【行為規制に関する手順】 

自然公園法の手続きの流れを次に示します。地種区分や行為の内容及び規模によ

って、提出の窓口が異なります。 

国立公園における行為許可業務の一部については、国からの法定受託を受けて都が

行っています。法定受託事務の範囲外の行為については、環境大臣に権限がありま

す。 

申請する行為がどちらの権限にあたるか以下のとおりです。 

 特別保護 

地区 
特別地域 

海域公園 

地区 
普通地域 

行 

為 

の 

内 

容 

と 

権 

限 

環 

境 

省 
権 
限 

対象とな

る行為 全

ての申請 

都知事権限事項以外の各種行為の申請 

都知事権限事

項以外の各種

行為の届出・ 

通知の受理 

都 

知 

事 

権 

限 

 ○住宅及び仮工作物の新改増築  

○工作物（住宅、仮工作物、砂防設

備、漁港施設、港湾施設、海岸保

全施設、地 すべり防止施設、ダム、

水門、パラボラアンテナを除く）

の新築（高さ 13ｍ以下 かつ水平

投影面積 1,000 ㎡以下）  

○工作物（住宅、仮工作物、ダム、

水門、パラボラアンテナを除く）

の改増築 （改増築後においても高

さ 13ｍ以下かつ水平投影面積

1,000 ㎡以下）  

○道路（法面等付帯施設を含む）の

新築（水平投影面積 1000 ㎡以下） 

○木竹の伐採（森林法第 5 条第 1 項

の地域森林計画の伐採要件に適合

するもの）  

〇木竹の損傷  

○指定湖沼等への汚水の排出  

○広告物の掲出  

○物の集積または貯蔵  

○土地の形状変更（ゴルフコースの

用に供するための行為であって面

積が 1,000 ㎡超を除く）  

○指定植物の採取損傷、植栽播種 

○指定動物の捕獲、放出  

○色彩の変更 

○広告物の

掲出  

○指定動植

物の捕獲

殺傷 また

は採取損

傷  

○物の係留 

〇動力船

の使用 

○工作物の新改

増築  ※海域

公園地区の周

辺１km を除く  

○広告物の掲出 

○土石の採取  

※海域公園地

区の周辺１km

を除く  

○土地の形状変

更 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

 

1 事前相談：行為の概要が決まり次第相談する。行為地の地種区分や内容、規模に

よっては窓口が異なります。 

↓ 

2.指導調整：事前相談の際に、施行方法や書類作成方法などについて指導調整を受

けます。 

↓ 

3.申  請：事前相談の際に受けた指導調整を参考に、申請書及び必要図面を作成

して申請します。 

↓ 

4.書類・内容審査：環境省または東京都による技術的審査などを行う。期間は約１

か月かかる。書類が揃っていない場合は事務期間が延長されます。 

 

5.許  可：環境大臣権限の場合は環境省から、東京都知事権限の場合は東京都か

ら申請者（事業者）へ許可書を交付します。 

 

【行為規制に関する書類】 

手続きに関する書類は以下のホームページより入手します。 

（東京都環境局ホームページ「自然公園法の行為規制」） 

https://www.kankyo1.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/tetuduki/kouikisei.html 

 

■公園事業 

公園計画に基づいて行われる公園事業は、協議または認可申請の手続きが必要で

す。地方公共団体が行う場合は、国（環境省）と協議を行う必要があります。 

 

【公園事業に関する手順】 

国立公園の公園事業は、公園計画決定後に国(環境大臣)が審議会の意見を聞いた

上で決定しています。決定後、国(環境省)が、原則実施しています。また、国定公

園及び都立自然公園は、都が実施することになっています。都は、国立公園内で国

の代わりに、国へ協議し、様々な公園事業を執行しています。 

 

 

 

  



小笠原諸島の公共工事における環境配慮マニュアル 

12 

項目 内  容 

手 

続 

き 

 

協議者・申請者  東京都  環境省 

①事前相談 →   
②指導調整 

③協議・申請 

 ←  

→ 
④書類・内容審査 

（形式審査） 
  

  ↓   

  
⑤書類・内容審査 

（技術的審査） 

  

→ ⑥書類・内容審査 

    ↓ 

    
⑦回答・認可 

⑦回答書・認可書受領 ←  ← 

 

1.事前相談 

公園事業の概要が決まりましたらまず環境省へご相談ください。 

2.指導調整 

環境省から、事前相談の際に、施行方法や書類作成方法などについて指導調整

します。 

3.協議・申請 

事前相談の際に受けた指導調整を参考に、協議者（地方公共団体）は協議書及

び必要図面を作成し、申請者（国及び地方公共団体以外）は申請書及び必要図面

を作成し、小笠原支庁に協議又は申請してください。 

4.書類・内容審査（東京都による形式審査） 

書類が揃っていない場合は、処理期間が延びます。 

5.書類・内容審査（東京都による技術的審査、関係機関調整） 

国立公園内での公園事業については、環境大臣に権限があります。 

6.書類・内容審査（環境省による技術的審査など） 

環境大臣に権限がある公園事業については、約 2〜3か月掛かります。 

7.同意・認可（環境大臣権限） 

環境省から協議者（地方公共団体）に回答書、申請者（国及び地方公共団体以

外）に認可書を交付 

東京都には、結果が通知されます。 

 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/naturepark/tetuduki/koenjigyo.html 

 

【公園事業に関する書類】 

手続きに関する書類は以下のホームページより入手します。 

（東京都環境局ホームページ「自然公園事業の手続き」） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/naturepark/tetuduki/koenjigyo.html 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

 

【協議先】 

・東京都小笠原支庁土木課自然公園担当※ 

〒100-2101 東京都小笠原村父島西町 TEL:04998-2-2165 

（・環境省 小笠原自然保護官事務所・母島自然保護官事務所） 

※国立公園については、環境省から法定受託を受けて許認可事務を行っているた

め、法定受託事務の範囲外は環境大臣の権限となっています。 
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図 1-2-1：自然公園区域図（父島） 

※.海域公園地区周辺の海域において、海域公園に接する周辺１km

の範囲での海底の形状変更については、届け出が必要になる。 
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図 1-2-2：自然公園区域図（母島） 

※.海域公園地区周辺の海域におい

て、海域公園に接する周辺１km

の範囲での海底の形状変更につ

いては、届け出が必要になる。 
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（２）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

 

項目 内  容 

目 

的 

鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産

業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することによ

り、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保

全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受でき

る国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資する。 

対 
 

象 

次に該当する場合は環境省関東地方環境事務所長の許可が必要となります。 

①鳥獣を保護するために指定された国指定鳥獣保護区内で鳥獣の捕獲等をしよう

とする場合  

②かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合  

③国が捕獲許可権限を有する鳥獣の捕獲等をしようとする場合  

④危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする場合  

⑤国指定鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物

の設置その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行

為をしようとする場合 

手 
続 

き 

 

【協議先】 

・環境省 関東地方環境事務所 

鳥獣保護法の申請・届出について 

https://kanto.env.go.jp/procedure/pro_6.html 

 

【書類】 

※.国指定鳥獣保護区内行為許可申請は、上記 URLより問い合わせ 

 

 

 

※「国指定小笠原群島鳥獣保護区」の存続期間は、平成 21年 11月１日から平成 31年 10月

31 日（10 年間）から、令和元年 11 月１日から令和 21年 10月 31日（20年間）に更新さ

れ、保護区の区域変更も同時に行われました。 
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図 1-2-3：鳥獣保護区区域図（父島） 
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 図 1-2-4：鳥獣保護区区域図（母島） 
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（３）文化財保護法 

 

項目 内  容 

目
的 

文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、

世界文化の進歩に貢献する。 

 

対 
 

象 

●小笠原南島の沈水カルスト地形 

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/140364 

●小笠原諸島の生物のうち哺乳類 1 種（オガサワラオオコウモリ）、鳥類 4 種（メグロ（ハハジマ

メグロ）は特別天然記念物、アカガシラカラスバト、オガサワラノスリ、アホウドリ）、昆虫類 9

種（オガサワラシジミ、シマアカネ、オガサワラトンボ、ハナダカトンボ、オガサワラタマムシ、

オガサワラセスジゲンゴロウ、オガサワラアメンボ、オガサワラクマバチ、オガサワラゼミ）、陸

産貝類 12 科（ヤマキサゴ科、クビキレガイ科、カワザンショウガイ科、オオミミガイ科、オカモ

ノアラガイ科、ノミガイ科、キバサナギガイ科、キセルガイモドキ科、エンザガイ科、コハクガ

イ科、ベッコウマイマイ科、ナンバンマイマイ科）、小笠原諸島の磯に産するカサガイ、オカヤド

カリが天然記念物として保護されている。 

 
（所有者による管理及び復旧） 

第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第百十五

条第一項及び第二項（同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。）の規定を、所有者が行う管

理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五

十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第

三十三条、第四十七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとす

るときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災

害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この

限りでない。 

（復旧の届出等） 

第百二十七条 史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようと

する日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければなら

ない。ただし、第百二十五条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定

める場合は、この限りでない。 

（環境保全）  

第百二十八条  文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて

一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。  

（復旧の届出等）  

第百二十七条  史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しよう

とする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければな

らない。ただし、第百二十五条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の

定める場合は、この限りでない。 
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対 
 

象 

（重要文化財等についての国に関する特例） 

第百六十七条 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければ

ならない。 

二 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。 

三 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部

が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 

五 所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理し、又は復旧しようとするとき（次条第一項第一

号の規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場合その他文部科学省令の定める場合を除く。）。 

手 

続 
き 

【手続き】 

手続き方法：書面による手続きを行う。 

添付書類 １）設計仕様書、２）設計図、３）地番及び実測図、４）写真 

５）承諾書、  ６）意見書、７）資料 

提出先：小笠原村   標準処理期間：30 日 

 

国の天然記念物の維持管理に必要な手続き（抜） （凡例）法：文化財保護法 

【史跡名勝天然記念物】 

事項   種別 根拠法令 規則等 

滅失、き損等 届出   法第 120 条 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の管
理に関する届出書等に関す
る規則第 6 条 

現状変更 許可申請   
法第 125 条第
1 項 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の現
状変更等の許可申請等に関
する規則第 1 条、第 2 条、第
3 条 

復旧 届出   
法第 127 条第
1 項 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の復
旧に関する届出に関する規
則第 1 条、第 2 条、第 3 条 

国(文化庁以
外）による取
得 

通知 記念物 
法第 167 条第
1 項第 2 号 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の管
理に関する届出書等に関す
る規則第 3 条 

国(文化庁以
外）の所管換
え、所属替え 

通知 記念物 
法第 167 条第
1 項第 2 号 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の管
理に関する届出書等に関す
る規則第 4 条、第 5 条 

国（文化庁以
外）所管の文
化財の滅失、
毀損 

通知 記念物 
法第 167 条第
1 項第 3 号 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の管
理に関する届出書等に関す
る規則第 6 条 

国（文化庁以
外）所管の文
化財の修理、
復旧 

通知又は
同意 

記念物 
法第 167 条第
1 項第 5 号 

特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の復
旧に関する届出に関する規
則第 1 条、第 2 条、第 3 条 
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手 

続 

き 

 

【協議先】 

・小笠原村教育委員会（申請書提出先） 

・文化庁文化財第二課天然記念物部門 

・東京都教育庁地域教育支援部管理課文化財調査担当 

 

【東京都の担当部署】東京都教育庁地域教育支援部管理課文化財調査担当 

℡03-5320-6862 

「現状変更」とは，一般に採集，樹木の伐採等の行為や道路の舗装工事，水路
の改修，門，生垣，塀，電柱の工事，年中行事等に関する仮設物の行為までも含
まれていると解釈されている（昭和 39年 6月 27日文化財保護委員会告示第 43号）。
申請書の提出先は小笠原村だが、事前に相談をしてもらうとよい。 
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図 1-2-5：天然記念物指定区域図（父島） 
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（４）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法） 

 

項目 内  容 

目 

的 

野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部とし

て人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の

国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。 

対 
 

象 

●小笠原に生息・生育する動植物のうち動物 52 種と、植物 25 種が、「種の保存法」に基

づく「国内希少野生動植物種」として指定されている。（令和３月４月１日現在） 

 

（捕獲等の禁止）  

第九条  国内希少野生動植物種及び緊急指定種の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷

又は損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合  

二  生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として

環境省令で定める場合  

三  人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合  

（捕獲等の許可）  

第十条  学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種

等の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならな

い。 

（譲渡し等の禁止）  

第十二条  希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引

取り（以下「譲渡し等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合  

二  特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合  

三  国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使

用されているものとして政令で定めるもの（以下「原材料器官等」という。）並びにこれらの加

工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じ

て政令で定める要件に該当するもの（以下「特定器官等」という。）の譲渡し等をする場合  

四  第九条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しく

はその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合  

五  第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文

の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合  

六  希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共

団体である場合であって環境省令で定める場合  

七  前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合とし

て環境省令で定める場合  

２  環境大臣は、前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは、農林水

産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。  
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項目 内  容 

対 
 

象 

【対象の定義】 

●「希少野生動植物種」とは、国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種及び緊急指

定種をいう。  

●「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれの

ある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。  

●「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶

滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植物種を除く。）であって、政令で

定めるものをいう。  

●「特定第一種国内希少野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野

生動植物種であって、政令で定めるものをいう。 

一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 

二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

●「特定第二種国内希少野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野

生動植物種であって、政令で定めるものをいう。 

一 種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又はそ

の種の個体の生息若しくは生育の環境が著しく悪化しつつあるものであること。 

二 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないものでないこと。 

三 繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでないこと。 

四 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

（環境省 HP 希少な野生動植物種の保全） 

（https://www.env.go.jp/nature/kisho/index.html） 

（特定第二種国内希少野生動植物種パンフレット） 

（https://www.env.go.jp/content/900491899.pdf） 

手 
続 

き 

【手続き・書類・申請】 

手続き方法：申請内容により異なるため、種の保存法に関する種の保存法関係様式等参照 

https://www.env.go.jp/nature/kisho/aces-format.html 
 

【協議先】 

・環境省自然環境局野生生物課 

・環境省小笠原自然保護官事務所 

※申請内容により異なる。 

 

国内希少野生動植物種を以下に示します。 

【植物】 

科名 種名 和名 指定年 

特定第一種

国内希少野

生動植物種 

（指定年） 

保護増殖

事業計画 

（策定年） 

ちゃせんしだ科 Asplenium tenerum オトメシダ Ｈ30   

Hymenasplenium cardiophyllum ヒメタニワタリ Ｈ20  ○（Ｈ21） 

めしだ科 Cornopteris banajaoensis ホソバシケチシダ H28   

Diplazium subtripinnatum ムニンミドリシダ Ｈ30   

きく科 Crepidiastrum ameristophyllum ユズリハワダン Ｈ30   

Crepidiastrum grandicollum コヘラナレン Ｈ20  ○（Ｈ21） 

おしだ科 Ctenitis microlepigera コキンモウイノデ Ｈ30   
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科名 種名 和名 指定年 

特定第一種

国内希少野

生動植物種 

（指定年） 

保護増殖

事業計画 

（策定年） 

つつじ科 Rhododendron boninense ムニンツツジ Ｈ16  ○（Ｈ16） 

とうだいぐさ科 Claoxylon centinarium セキモンノキ Ｈ30   

しそ科 Ajuga boninsimae シマカコソウ Ｈ20  ○（Ｈ21） 

のぼたん科 Melastoma tetramerum var. 

tetramerum 
ムニンノボタン Ｈ16  ○（Ｈ16） 

やぶこうじ科 Myrsine okabeana マルバタイミンタチバナ Ｈ30   

らん科 Calanthe hattorii アサヒエビネ Ｈ16  ○（Ｈ16） 

Calanthe hoshii  ホシツルラン Ｈ16  ○（Ｈ16） 

Malaxis boninensis シマホザキラン Ｈ16  ○（Ｈ16） 

Platanthera boninensis シマツレサギソウ Ｈ30   

こしょう科 Piper postelsianum タイヨウフウトウカズラ Ｈ16  ○（Ｈ16） 

とべら科 Pittosporum parvifolium コバトベラ Ｈ16  ○（Ｈ16） 

うらぼし科 Leptochilus decurrens オキノクリハラン Ｈ30   

なす科 Lycianthes boninensis ムニンホオズキ Ｈ30   

きぶし科 Stachyurus macrocarpus var. 

macrocarpus 
ナガバキブシ Ｈ30   

Stachyurus macrocarpus var. 

prunifolius 
ハザクラキブシ Ｈ30   

はいのき科 Symplocos kawakamii ウチダシクロキ Ｈ20  ○（Ｈ21） 

いらくさ科 Procris boninensis セキモンウライソウ Ｈ30   

くまつづら科 Callicarpa parvifolia ウラジロコムラサキ Ｈ16  ○（Ｈ16） 

 

【動物（ほ乳類・鳥類】 

科名 種名 和名 指定年 

特定第一種

国内希少野

生動植物種 

（指定年） 

保護増殖事

業計画 

（策定年） 

おおこうもり科 Pteropus pselaphon オガサワラオオコウモリ H21   ○（H22） 

はと科 Columba janthina nitens アカガシラカラスバト Ｈ5  ○（Ｈ18） 

たか科 Buteo buteo toyoshimai オガサワラノスリ Ｈ5   

あとり科 Chloris sinica kittlitzi オガサワラカワラヒワ Ｈ5  ○（R3） 

みつすい科 Apalopteron  familiare 
hahasima 

ハハジマメグロ Ｈ5   

あほうどり科 
Phoebastria albatrus アホウドリ Ｈ5  

○（Ｈ5）

※H18 改定 
 

みずなぎどり科 Puffinus bryani オガサワラヒメミズナギドリ H31   

Puffinus lherminieri bannermani セグロミズナギドリ R2   
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【動物（昆虫類】 

科名 種名 和名 指定年 

特定第一種

国内希少野

生動植物種 

（指定年） 

保護増殖事

業計画 

（策定年） 

たまむし科 
Agrilus boninensis オガサワラナガタマムシ H27     

Agrilus suzukii 
シラフオガサワラナガタマ

ムシ 
H27     

Chrysobothris boninensis 
boninensis 

オガサワラムツボシタマム

シ父島列島亜種 
H27     

Chrysobothris boninensis 
suzukii 

オガサワラムツボシタマム

シ母島亜種 
H27     

Kurosawaia yanoi ツヤヒメマルタマムシ H27     

Tamamushia virida virida 
ツマベニタマムシ父島・

母島列島亜種 
H27     

おさむし科 
Cylindera bonina オガサワラハンミョウ H20   

○ （ H21 ）

※H27 改定 

かみきりむし科 
Allotraeus boninensis オガサワラトビイロカミキリ H27   

Chlorophorus boninensis オガサワラトラカミキリ H27   

Chlorophorus kobayashii 
オガサワラキイロトラカミキ

リ 
H27     

Merionoeda tosawai 
オガサワラモモブトコバネ

カミキリ 
H27     

Pseudiphra bicolor bicolor 
フタモンアメイロカミキリ父

島列島亜種 
H27     

Xylotrechus ogasawarensis 
オガサワライカリモントラ

カミキリ 
H27     

はなのみ科 
Hoshihananomia kusuii クスイキボシハナノミ H27     

Hoshihananomia ochrothorax キムネキボシハナノミ H27     

Hoshihananomia trichopalpis オガサワラキボシハナノミ H27     

Tomoxia relicta オガサワラモンハナノミ H27     

せせりちょう科 
Parnara ogasawarensis オガサワラセセリ H30     

しじみちょう科 
Celastrina ogasawaraensis オガサワラシジミ H20   ○（H21） 

えぞとんぼ科 
Hemicordulia ogasawarensis オガサワラトンボ H20   

○（H21）

※H27 改定 

あおいととんぼ科  
Indolestes boninensis オガサワラアオイトトンボ H20   

○（H21）

※H27 改定 

はなだかとんぼ科 
Rhinocypha ogasawarensis ハナダカトンボ H20   

○（H21）

※H27 改定 
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【動物（陸産貝類】 

科名 種名 和名 指定年 

特定第一種

国内希少野

生動植物種 

（指定年） 

保護増殖事

業計画 

（策定年） 

きせるもどき科 Boninena callistoderma ハハジマキセルモドキ   〇（R4） 

 Boninena hiraseana 

chichijimana 
チチジマキセルモドキ   〇（R4） 

 Boninena hiraseana hiraseana ヒラセキセルモドキ   〇（R4） 

 Boninena ogasawarae オガサワラキセルモドキ   〇（R4） 

おかものあら

がい科 

Boninosuccinea ogasawarae 
オガサワラオカモノアラガ

イ 
  〇（R4） 

Boninosuccinea punctulispira テンスジオカモノアラガイ   〇（R4） 

なんばんまい

まい科 

Mandarina anijimana アニジマカタマイマイ H27  
○（H28）

※R4 改定 

Mandarina aureola コガネカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina chichijimana チチジマカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina exoptata ヒシカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina hahajimana ヒメカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina hayatoi フタオビカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina hirasei アナカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina kaguya オトメカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina mandarina カタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina polita アケボノカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina ponderosa ヌノメカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina suenoae キノボリカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina tomiyamai コハクアナカタマイマイ H27  〇（R4） 

Mandarina trifasciata ミスジカタマイマイ H27  〇（R4） 

ぬまえび科 Paratya boninensis オガサワラヌマエビ H31   

すながに科 Paraleptuca boninensis オガサワラベニシオマネキ H31   
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（５）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（特定外来生物法） 

 

項目 内  容 

目 

的 

特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」という。）、輸入その他の取

扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、

特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命

及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定

向上に資する。 

対 
 

象 

●小笠原においては、グリーンアノールやオオヒキガエル、アカカミアリ、ニューギニア

ヤリガタリクウズムシなどが規制の対象となっている。 

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html 

出典：特定外来生物等一覧（環境省） 

 

● 特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。 

１ 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます（第４条）。 

・研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な

場合には許可されます。  

・飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。  

２ 輸入することが原則禁止されます（第７条）。 

・飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。  

３ 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます（第９条）。 

４ 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、

引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます（第８

条）。  

５ 許可を受けて飼養等する場合、種によってはその個体等にマイクロチップを埋め込む

などの個体識別等の措置を講じる義務があります。 

・ たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが

（運搬することに該当）、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません（釣りでいう

「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません）。 

 

● 特定外来生物の防除については以下の項目について規定されます。 

  都道府県による防除（第 17 条の２）。 

・必要があると認めるときは、単独で又は共同して、防除を行うものとする。 

・防除を行うときは、国の確認手続きは不要です。（独自に防除の内容等を公示することにより外 

来生物法に基づく防除として実施可能） 

 

https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html 

出典：外来生物法（環境省ＨＰ） 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

【手続き】 

防除に関する手続き 

都道府県が防除する場合は、公示と国への通知の手続が必要となります（法第 17 条の

２第２項）。防除の実施主体に市町村を含める場合は、公示事項（通知事項）に当該市町

村が一部を担うことを記載することで、当該市町村について別途の確認手続きなしに法に

基づく防除を行うことができます。防除の実施主体に市町村を含める場合は、事前に当該

市町村の同意取得が必要となります（法第 17 条の２第３項）。 また、防除を実施する際

には、防除の原則を遵守して実施する必要があります（法第 10 条の２）。 

 

●手続きの流れ 

①（防除実施主体に市町村を含む場合のみ）市町村の同意を書面又はメールで取得（様式自由）  

 ↓  

②【様式１】都道府県による特定外来生物の防除の通知に必要事項を記載した上で、所属地を所

管する地方環境事務所にメールで送付  

 ↓  

③地方環境事務所にて通知内容を確認し、環境省ホームページ（※）の防除一覧に掲載  

 ※https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/index.html 

 ↓  

④都道府県の HP 等にて、環境省の防除一覧の HP リンクを掲載  

 ↓  

⑤防除の原則を遵守して防除実施 

 

特定外来生物防除実施要領 

https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/files/jissshi_youryou.pdf 

 

 

その他申請内容により異なるため、各申請手続きにより行う。 

・飼養等に関する手続き 

・輸入に関する手続き 

・放出に関する手続き 

 

【書類】 

●防除に関する手続き参照 

https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/bojooutline.html 

●その他特定外来生物法に関する手続き参照 

https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html 

 

【協議先】 

■具体的な手続きや野外で見つけた外来生物等に係る問い合わせ 

：環境省 関東地方環境事務所 

■その他の問い合わせ： 環境省 自然環境局野生生物課外来生物対策室 
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１‐３ 東京都条例 

（１）東京都環境影響評価条例 

項目 内  容 

目 

的 

環境影響評価及び事後調査の手続に関し必要な事項を定めることにより、計画の策定及

び事業の実施に際し、公害の防止、自然環境及び歴史的環境の保全、景観の保持等（ 以

下「環境の保全」という。） について適正な配慮がなされることを期し、もって都民の健

康で快適な生活の確保に資する。 

対 
 

象 

以下、小笠原諸島に関係する内容のみを示す。 

種類 
対象事業の要件 

（内容・規模の概要） 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

1 道路の新設又

は改築 

高速自動車国道・自動車専用道路： 

[新設] すべて  [改築] 1km 以上* 

その他の道路（4 車線以上）： 

[新設] 1km 以上*  [改築] 1km 以上* 

*新設又は改築する区間の長さが 1km 未満でも対象事業

の一部又は延長として実施するものは対象とする。 

*改築については、幅員が増加せず4車線以上になるもの

を含む。 

 

その他の道路（4 車線以

上）： 

［新設］ 2km 以上 

［改築］ 2km 以上 

2 ダム、湖沼水

位調節施設、放

水路、堰の新築

又は改築  

ダム： 

[新築] 高さ 15m 以上かつ湛水面積 75ha 以上 

堰： 

[新築] 湛水面積 75ha 以上 

[改築] 増加する湛水面積が37.5ha以上かつ改築後の湛

水面積 75ha 以上 

湖沼水位調節施設： 

[新築] 設置される土地の面積及び水底の最大水平投影

面積の合計が 75ha 以上 

 

放水路： 

[新築] 河川区域の幅 30m 以上かつ長さ 1km 以上又は

75ha 以上の土地の形状を変更するもの 

放水路： 

［新設］ 

河川区域の幅 30m 以上

かつ長さ 2km 以上 

4 飛行場の設置

又は変更 

陸上飛行場・陸上ヘリポート： 

[新設]すべて 

［施設更新］ すべて（既存の施設の全部を除却する場合

に限る。） 

 

滑走路： 

[新設・位置の変更] すべて 

[延長] 等級の変更を伴うもの等 

陸上飛行場・陸上へリポ

ート： 

［新設］ すべて 

［施設更新］ すべて（既

存の施設の全部を除却

する場合に限る。） 

滑走路： 

［新築・位置の変更］すべ

て 
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項目 内  容 

対 
 

象 

種類 
対象事業の要件 

（内容・規模の概要） 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

 5 発電所又

は送電線路

の設置又は

変更 

発電所： 

[新設] 

火力 11.25 万 kW 以上    水力 2.25 万 kW 以上 

地熱 7500kW 以上       原子力 すべて 

 [増設] 

火力 増加する出力 5.625 万 kW 以上かつ増設後出力 11.25

万 kW 以上 

水力 増加する出力 1.125 万 kW 以上かつ増設後出力 2.25

万 kW 以上 

地熱 増加する出力 3750kW 以上かつ増設後出力 7500kW

以上 

［施設更新］ 火 力 

① 新たな施設の出力 11.25 万 kW 以上（②に該当するものを

除く。）  

② 増加する出力 5.625 万 kW 以上かつ施設更新後の出力           

11.25 万 kW 以上 

水 力  

① 新たな施設の出力 2.25 万 kW 以上（②に該当するものを

除く。）  

 ② 増加する出力 1.125 万 kW 以上かつ施設更新後の出力           

2.25 万 kW 以上      

地 熱 ① 新たな施設の出力 7500kW 以上（②に該当するも

のを除く。）  

② 増加する出力 3750kW 以上かつ施設更新後の出力           

7500kW 以上 

原子力 すべて 

送電線路： 

[設置・延長・昇圧] 17 万 V 以上かつ 1km 以上 

 

9 終末処理

場の設置又

は変更 

[新設] 

敷地面積 5ha 以上又は汚泥処理能力 100t/日以上 

 

[増設] 

増加する敷地面積 2.5ha 以上かつ増設後敷地面積 5ha 以上

又は増加する汚泥処理能力 50t/日以上かつ増設後処理能

力 100t/日以上 

 

［施設更新］  

① 既存の施設の全部を除却する場合で新たな終末処理場

の敷地面積 5ha 以上        

② 既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積         

2.5ha 以上かつ施設更新後の敷地面積 5ha 以上 

③ 新たな施設の施工区域面積 5ha 以上 

④ 新たな施設の汚泥処理能力 100t／日以上（⑤に該当する

ものを除く。） 

⑤ 増加する汚泥処理能力 50t／日以上かつ施設更新後の         

汚泥処理能力 100t／日以上 

［設置］ 

敷地面積 10ha 以上又は

汚泥処理能力 200t／日

以上 

［増設］ 

増加する敷地面積 5ha 以

上かつ増設後敷地面積

10ha 以上又は増加する

汚泥処理能力 100t／日

以上かつ増設後処理能

力 200t／日以上 

［施設更新］ ①左記の敷

地面積10ha以上 ②左記

の敷地面積 5ha 以上かつ

施設更新後の敷地面積

10ha 以上  ③左記の敷

地面積 10ha 以上④左記

の敷地面積 200t／日以

上（⑤に該当するものを

除く。）⑤左記の敷地面

100t／日以上かつ 施設

更新後の汚泥処理能力

200t／日以上 
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項目 内  容 

対 
 

象 

種類 
対象事業の要件 

（内容・規模の概要） 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

10 廃棄物処

理施設の設

置又は変更  

ごみ処理施設： 

[新設] 

処理施設の種類ごとの処理能力合計 200t/日以上 

[増設] 

増加する処理施設の種類ごとの処理能力合計 100t/日以上

かつ増加後の処理能力 200t/日以上 

［施設更新］ 

① 新たな施設の種類ごとの処理能力 200t／日以上（②に該

当するものを除く。）        

② 増加する施設の種類ごとの処理能力 100t／日以上かつ

施設更新後の処理能力 200t／日以上 

し尿処理施設： 

[設置] 

処理能力 100kl/日以上 

[増設] 

増加する処理能力 50kl/日以上かつ増設後の処理能力

100kl/日以上 

［施設更新］  

① 新たな施設の処理能力 100kl／日以上（②に該当するも

のを除く。）  

② 増加する処理能力 50kl／日以上かつ施設更新後の処理

能力 100kl／日以上 

陸上最終処分場： 

[設置] 

埋立面積 1ha 以上又は埋立容量 5 万 m3 以上（特定有害産業

廃棄物については埋立面積 1000m2 以上) 

[増設] 

増加する埋立面積 5000m2 以上かつ増加後面積 1ha 以上又

は増加する埋立容量 2.5 万 m3 以上かつ増加後容量 5 万 m3

以上（特定有害産業廃棄物については増加する埋立面積

500m2 以上かつ増設後面積 1000m2 以上） 

産業廃棄物の中間処理施設： 

[設置] 

敷地面積 9000m2 以上又は建築面積 3000m2 以上 

[増設] 

増加する敷地面積 4500m2 以上かつ増加後面積 9000m2 以上

又は増加する建築面積 1500m2 以上かつ増加後面積 3000m2 以上 

［施設更新］  

① 既存の施設の全部を除却する場合で新たな中間処理施

設の用に供する敷地面積 9000m2 以上 

② 既存の施設の一部を除却する場合で増加する敷地面積

4500m2 以上かつ施設更新後の敷地面積 9000m2 以上 

③ 新たな施設の建築面積3000m2以上（④に該当するものを

除く。）  

④ 増加する建築面積 1500m2 以上かつ施設更新後の建築

面積 3000m2 以上 

 

11 埋立て又

は干拓 
埋立又は干拓面積 15ha 以上 

埋立て又は干拓面積

30ha 以上 

12 ふ頭の新

設 
係船岸の水深 12m 以上かつ長さ 240m 以上 

係船岸の水深 15m 以上

かつ長さ 480m 以上 

13 住宅団地

の新設 
住宅戸数 1500 戸以上 住宅戸数 3000 戸以上 
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項目 内  容 

対 
 

象 

種類 
対象事業の要件 

（内容・規模の概要） 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

15 自動車駐

車場の設置

又は変更 

路外駐車場（臨時に設置するものを除く。）： 

[設置] 

同時駐車能力 1000 台以上（住宅の居住者用を除く） 

[増設] 

増加する駐車能力 500 台以上かつ増設後駐車能力 1000 台

以上（同上） 

［施設更新］  

① 新たな駐車場の駐車能力 1000 台以上（同上）（②に該当

するものを除く。）  

② 増加する駐車能力 500 台以上かつ施設更新後の駐車         

能力 1000 台以上（同上） 

 

路外駐車場（臨時に設置

するものを除く。）： 

[設置] 

同時駐車能力 2000 台以

上（住宅の居住者用を除く） 

[増設] 

増加する駐車能力 1000

台以上かつ増設後駐車

能力 2000 台以上（同上） 

［施設更新］ 

① 新たな駐車場の駐車

能力 2000 台以上（同上）       

（②に該当するものを除

く。） 

② 増 加 す る 駐 車 能 力

1000 台以上かつ施設更

新後の駐車能力 2000 台

以上（同上） 

23 住宅街区

整理事業 
施行区域面積 20ha 以上 施行区域面積 40ha 以上 

24 第二種特

定工作物の

設置又は変

更 

[設置] 

事業区域面積 40ha 以上 

（樹林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上） 

[増設] 

増加する事業区域面積が 20ha 以上かつ増加後面積 40ha 以

上（樹林地等を 7.5ha 以上含む場合は増加する事業区域面

積が 10ha 以上） 

［施設更新］ 

① 新たな第二種特定工作物の事業区域面積 40ha 以上（樹

林地等を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上）（②に該当するも

のを除く。）        

② 増加する事業区域面積 20ha 以上かつ施設更新後の面積

40ha 以上（樹林地等を 7.5ha 以上含む場合は増加する面積

10ha 以上） 

[設置] 

事業区域面積 80ha 以上

（樹林地等を 30ha 以上含

む場合は 40ha 以上） 

[増設] 

増加する事業区域面積が

40ha 以上かつ増加後面

積 80ha 以上（樹林地等を

15ha 以上含む場合は増

加する事業区域面積が

20ha 以上） 

［施設更新］  

① 新たな第二種特定工

作 物 の 事 業 区 域 面 積       

80ha 以上（樹林地等を

30h 以上含む場合は 40ha

以上）（②に該当するもの

を除く。） 

② 増加する事業区域面

積 40ha 以上かつ施設更

新後の面積 80ha 以上（樹

林地等を 15ha 以上含む

場 合 は 増 加 す る 面 積

20ha 以上） 

25 建築物用

の土地の造

成 

事業区域 40ha 以上 

（樹林地帯を 15ha 以上含む場合は 20ha 以上） 

事業区域 80ha 以上 

（樹林地等を 30ha 以上含

む場合は 40ha 以上） 
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項目 内  容 

対 
 

象 

種類 
対象事業の要件 

（内容・規模の概要） 

個別計画の要件 

（内容・規模）の概要 

26 土石の採

取又は鉱物

の掘採 

施行区域面積 10ha 以上  

※. 「3 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良」、「6 ガス製造所の設置又は変更」、「7 

石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更」、「8 工場の設置又は変更」、「14 高層

建築物の新築」、「16 卸売市場の設置又は変更」、「17 流通業務団地造成事業」、「18 土地

区画整理事業」、「19 新住宅市街地開発事業」、「20 工業団地造成事業」、「21 市街地再開

発事業」、「22 新都市基盤整備事業」は上記表から除く。 

 

出典：環境アセスメント対象事業一覧（東京都環境局） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/tokyo/kind_and_scale.html 

 

【協議先】 

・東京都環境局 
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（２）東京における自然の保護と回復に関する条例 

東京都では、都内で 1,000平方メートル( 国及び地方公共団体が有する敷地にあっては

250 平方メートル)以上の敷地で開発計画や建築計画等がある際は、「東京における自然の

保護と回復に関する条例」(略称自然保護条例)の第 47条・48条及び第 14条に基づき、「開

発の規制」又は「緑化の指導」を行っています。 

「開発の規制」に該当する計画は、「知事の許可」を必要としています。 

 

項目 内  容 

目 

的 

この条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物

の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広

く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保すること

を目的とする。 

対 
 

象 

【開発の規制（東京における自然の保護と回復に関する条例 第 47条・48条）】 

■対象となる行為の規模：1,000 平方メートル以上 

なお、開発の許可が必要な行為に該当した案件で、その面積が 30,000 平方メートル

以上である場合、もしくは知事が特に必要と認める場合は、当該計画について「東京都

自然環境保全審議会」の意見を聴く必要が生じます。 

■対象となる行為： 

一定規模の自然地を含む土地において、建築物その他の工作物の建築の用に供する

ために行うものや住宅の建築の用に供するために行うものなど、条例で定められた行

為を対象とします。 

自然地とは、樹林地、草地、農地、池沼等又はこれに類する状態にある土地をいい、

現地調査等により自然地に該当するかどうか判断します。 

一定規模とは、行為地の区域の総面積の三分の一以上の面積が自然地である状態、

若しくは、一団で 1,000 平方メートル以上の面積の自然地がある状態をいう。 

1.建築物やその他の工作物の建築(新築、改築、増築)の用に供するために行うもの(以

下、2 から 7 までに該当するものを除く。) 

2.住宅の建築の用に供するために行うもの 

3.ゴルフ場、運動場、その他これらに類する屋外運動競技施設の建設の用に供するた

めに行うもの 

4.遊園地その他これに類する屋外娯楽施設の建設の用に供するために行うもの 

5.道路(道路交通法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する道路をいう。)の建設の用に供する

ために行うもの 

6.駐車場、資材置場又は作業場の建設の用に供するために行うもの 

7.墓地(墓地、埋葬等に関する法律第 2 条第 5 号に規定する墓地をいう。)の建設の用

に供するために行うもの 

8.鉱物を掘採し、又は土石を採取すること 
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項目 内  容 

対 
 

象 

9.土砂等(埋立て又は盛土の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2

条第 1 項に規定する廃棄物以外のものをいう。)による埋立て及び盛土(1 から 8 ま

でに該当するものを除く。) 

なお、自然公園法の特別地域及び特別保護地区の許可に係る行為、通

常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの若しくは

自然公園法第六十八条の協議に係る行為又は東京都自然公園条例第十

二条第一項の許可に係る行為若しくは同条第六項第三号に掲げる行為

は適用除外となります。  

■許可の要件： 

・既存樹木等の保護について検討が行われていること。 

・緑地等の基準(施行規則第 52条第 2項第 1号から第 7号まで)に適合していること。 

・申請の手続が規則の規定に違反していないこと。 

■国及び地方公共団体などが行う行為： 

開発の規制に該当する行為のうち、国及び地方公共団体が行う行為については、許

可を必要としません。ただし、あらかじめ知事に協議しなければなりません。 

開発の規制に該当する行為のうち、都市計画事業及び土地区画整理事業の施行とし

て行う行為については、許可を必要としません。ただし、あらかじめ知事に協議しな

ければなりません。 

■留意事項： 

・行為地内の樹木の伐採、ボーリング等の掘削、切土・盛土などを行うことは、工事

に着手したことになりますので、許可前にそれらの行為を行わないようにしてくだ

さい。なお、文化財調査や土壌汚染対策等の行為についても同様の扱いとなります

ので、必ず事前に相談してください。 

・開発許可に該当しない計画であっても、敷地面積が 1,000 平方メートル以上(国及

び地方公共団体が有する敷地にあっては 250 平方メートル以上)の土地において建

築行為等、その他条例で定める行為を行う場合は、緑化計画書の届出に該当する場

合がありますので、必ず事前に相談してください。 

・「開発の許可を必要とする行為に該当するにもかかわらず、許可を受けずに行為を

行った者」、「変更の許可を必要とする事項に該当するにもかかわらず、変更許可を

受けずに行為を行った者」、「許可等を受けた行為が完了したにもかかわらず、完了

の届出をせず、又は虚偽の届出をした者」は、罰金又は過料に処せられる場合があ

ります。 

※.令和３年１０月１日より切土・盛土の安定等の基準は、都市計画法の審査基準と

同様に、切土又は盛土が１ｍを超える行為全てに適用されるようになりましたの

で留意してください。 

出典：条例による開発の規制 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/natural_environment/develop_regulation.html 
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項目 内  容 

対 
 

象 

【緑化計画（東京における自然の保護と回復に関する条例 第 14 条）】 

■対象となる行為の規模：敷地面積 1,000 平方メートル以上 

国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250 平方メートル以上 

■対象となる行為： 

1.建築物を新築、改築、増築すること 

2.工作物を建設すること 

3.屋外競技施設または屋外娯楽施設を建設すること 

4.駐車場を建設すること 

5.資材置場、作業場を建設すること 

6.墓地を建設すること 

 

出典：緑化計画書の届出（東京都） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/plan_system/report.html 

手 

続 

き 

1.事前相談(来庁の際は、事前に電話予約（窓口）してください。) 

・必要書類（案内図、公図の写し (行為地及び周囲の土地所有者を記入のこと)、

現況図、現況の写真、計画図(平面図など) 

2.書類審査及び現地調査による判定 

・条例第 14条又は第 47条(又は第 48条)のいずれに該当するかを判定 

(いずれにも該当しない場合もあります。条例第 14 条に該当する場合は、「緑化

計画書の届出」をご覧ください。) 

3.条例第 47 条(開発の許可の申請)に該当する場合 

・許可の基準のすべてを満足するように計画 

・開発許可申請書の提出 

・審査(計画内容及び書類等に不備がない場合、2週間程度) 

(注意)東京都自然環境保全審議会に付議する案件の場合は別の流れとなりま

す。） 

・許可(規則で定めるすべての基準を満足している場合)、許可書の交付 

（工事着工からしゅん工に至る）  

・完了届出書の提出 

・書類審査及び完了検査 

・検査合格-検査済証の交付 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

 

4.条例第 14条(緑化計画書の届出)に該当する場合 

・緑化面積等が緑化基準以上となるように計画 

・緑化計画書の届出(緑化計画書の提出時期は、「確認申請の前まで」) 

・東京都は、緑化計画書を受理後、緑化計画書(副本)を事業者に交付(その後に、

事業に着手し工事しゅん工（緑化工事の完了）) 

・緑化完了書の届出(緑化完了書の提出時期は、「緑化完了後、速やかに」) 

・都は、緑化完了書を受理、審査後に、緑化完了書(副本)を事業者へ交付(必要

に応じて、受理前に現場検査を実施) 

 

5.完了後の届出 

・緑地等管理計画書の提出(計画に沿って、緑地等に関して適切に維持管理を行

う。) 

・1年後に、緑地等管理状況報告書を提出 

 

【協議先】 

・東京都環境局自然環境部緑環境課 指導担当 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/plan_system/plan_system.html 
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（３）東京都景観計画 

 

項目 内  容 

目 

的 

「東京都景観計画」は、景観法の施行及び東京都景観審議会の答申（平成 18 年 1 月）

を踏まえ、都市計画法や建築基準法に基づく諸制度、屋外広告物条例の活用も図り、

都民や事業者、区市町村等と連携・協力しながら、美しく風格のある首都東京を実現

するための具体的な施策を示すものである。なお、平成 30年 8月 9日に改定した。 

対 
 

象 

景観形成特別地区（文化財や歴史的な施設などの景観要素をもつ地域、他とは性格

の異なる景観や観光資源をもつ一定の広がりのある地域など）として、小笠原（父島

二見港周辺）景観形成特別地区が指定されている。 

●区域の範囲 

小笠原諸島の父島二見港周辺に広がる大根山、西町、東町、宮之浜道、清瀬、奥村

及び屏風谷地区のうち、国立公園区域、保安林及び小笠原諸島森林生態系保護地域を

除く区域 

参考（景観形成特別地区の区域）： 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/kuiki_07.pdf 

●届出対象 

・建築物の新築、改築など…地階を除く 3 階以上又は延べ面積 300 ㎡以上 

・工作物の新設、模様替など …煙突等高さ６ｍ超、鉄塔等 15ｍ超 、装飾塔、記念塔４ｍ超、物見

塔等 8ｍ超、昇降機、ウォーターシュート、コースター等 10ｍ超、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自

動車車庫等 8ｍ超、橋りょうその他これに類する工作物で河川などを横断するもの 

・開発行為（土地区画形質の変更）… 面積 500 ㎡以上 

・土地の開墾、土石の堆積、水面の埋立てなど …土地開墾 造成面積 1,000 ㎡以上 

土石堆積 造成面積 2,000 ㎡以上 

水面埋立 造成面積 1,000 ㎡以上 

参考：http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/machinami_02_ichiran.pdf 

・景観の目標…悠久の時がつくりあげた自然環境との関係を重視し、空や海の深い青み、森林の

豊かな緑と調和した、年間を通じて温暖な亜熱帯の島を印象づける景観を形成す

る。 

・景観形成の基準…・ 海への見通しや開放感に配慮 

・ 壁面線の統一など街並みの連続性に配慮 

・ 色彩基準に適合し、周辺の自然環境等との調和 

・ ３寸から５寸の勾配屋根を原則 

・ 植栽により小笠原らしさを創出 など 

出典：東京都景観計画（東京都） 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/keikaku19.pdf 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

【書類】 

●景観法・東京都景観条例に基づく届出及び事前協議の関係様式等参照 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/machinami_05.html 

 

【協議先】 

・東京都 小笠原支庁 土木課 住宅担当 （届出書の提出先） 

（・東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観担当 ） 

 

【手順】 
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項目 内  容 

手 

続 

き 

 

●届出書の提出日 

届出（通知）書は、東京都景観条例施行規則別表第１に基づき、「建築確認申請の

30 日前の日」、「環境アセスの評価書案の提出の日」などの当該行為の関係法令等に基

づく手続を行う日等の内で一番早い日までに行います。（関係する法令のない場合は、

着手の 30 日前までとなります）。 

また、事前協議書は「東京都景観計画」に明示してある日までに提出を行います。 

 

●小笠原（父島・母島）における景観に配慮した公共施設整備指針 

【対象施設】 

・父島・母島全域を対象エリアとする。 

・建築物だけでなく、道路などのインフラも対象とする。 

・国、都、村及び公益事業者等の公共・公益施設の新設・改修時に適用する。建築物

は、規模にかかわらず適用する。 

【指針の構成】 

・小笠原の振興に資する景観づくりなど 4 つの基本方針と、小笠原らしさを演出する

など 8 つの視点を基に、都市基盤施設、建築物等の現状課題の把握及び整備方針、

具体的な対応を整理した。 

・建築物については、エリア別の景観形成方針に沿って、特に重点的に配慮する事項

を整理するとともに、景観計画（小笠原景観形成特別地区）に基づく景観形成基準

と整合を図り、更に追加する内容を規定した。 

【主な指針の内容】 

①色彩：建築物（外壁、屋根）、舗装、工作物・設備など、使用可能色の範囲をマンセ

ル値で規定 

②構造：道路（歩道、擁壁）、公園（休憩施設、園路）、サインなど、景観に配慮した

推奨素材、仕上げ方等を規定 

③緑化：街路樹、建築物の緑化など、推奨樹種、配置や断面構成などを規定 

④立地：眺望スポットにある休憩舎など、立地場所のルールを規定 

⑤規模：建築物は、高さを規定するとともに、配置や分棟化、分節化を規定 

 

 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h26/topi067.html 

 

  

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h26/topi067.html
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図 1-3：景観計画区域図（父島） 
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１‐４ 保護林制度（小笠原諸島森林生態系保護地域） 

項目 内  容 

目 

的 

●保護林は、自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存をはかり、森林施業・管理

技術の発展などに役立てることを目的として国有林野に設定された。 

●森林生態系保護地域は、原生的な天然林を保存することにより、自然環境の維持、動植

物の保護、遺伝資源の保存をはかり、森林施業・管理技術の発展、学術研究などに役立

てることを目的としている。 

●小笠原諸島森林生態系保護地域は、国有林野の保全管理に当たり、小笠原諸島の島嶼に

おける特異な森林生態系を後世に残すことを目的に設定された。 

出典：小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画（令和２年１月改正） 

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/kanto/ogasawara/sinrinseitaikei/attach/pdf/index-3.pdf 

保護林制度 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html 

対 
 

象 

指定地域は、保全・修復に必要な行為のほかは、原則として人手を加えずに自然の推移

に委ねる「保存地区（コアゾーン）」と、保存地区の緩衝帯としての役割を果たす「保全

利用地区（バッファゾーン）」に区分される。  

(1) 保存地区（コアゾーン） 

保存地区の森林管理に当たっては、科学的根拠に基づき、固有の生物多様性と森林生態

系を保全・修復するために必要と認められる行為を実施するほか、原則として人手を加え

ずに自然の推移に委ねるものとする。 

ただし、次に掲げる行為については行うことができるものとする。 

ア モニタリング、生物遺伝資源の利用に係る行為等、学術研究その他公益上の事由により必要と

認められる行為 

イ その他の行為 

(ｱ) 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

山火事の消火、大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置等 

(ｲ) 標識類の設置等 

(ｳ) 既設歩道等の維持修繕 

(ｴ) 地域振興上必要で、かつその生育に支障がなく生態系に悪影響を及ぼさない範囲内でのオガ

サワラビロウ及びタコノキの葉の採取 

(ｵ) その他法令等の規定に基づき行う行為 

(2) 保全利用地区（バッファーゾーン） 

保全利用地区の森林管理に当たっては、保存地区の緩衝帯としての役割を果たすよう、

原則として保存地区と同質の森林生態系の保全・再生を目指すこととし、保存地区に準じ

た取扱いを行うものとする。 

ただし、次に掲げる行為については、行うことができるものとする。 

ア 保存地区と同様の管理行為 

イ 森林での環境教育等のために、必要と認められる行為 

ウ その他の行為 

(ｱ) 国土保全のため必要な治山工事及びその付帯工事 

(ｲ) 被害木及び支障木の伐採・除去 

出典：小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画（令和２年１月改正） 

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/kanto/ogasawara/sinrinseitaikei/attach/pdf/index-3.pdf 
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項目 内  容 

協
議
先 

・林野庁 関東森林管理局 

（・小笠原諸島森林生態系保全センター） 

手 

続 

き 

【手続き】 

「小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画」に基づき事業を実施する。 

管理計画に関連する事業については、小笠原諸島の自然を後世にわたり健全な状態で保

全管理するため、植物、動物等に関わる学識経験者、研究者及び地元関係者をもって構成

する関東森林管理局保護林管理委員会小笠原諸島森林生態系保護地域部会（以下、「小笠

原部会」という。）を設置し、検討を行っている。林野庁が保全管理計画に関わると判断

した場合に本会議に付議する必要がある。小笠原部会は検討事項に関しての科学的知見に

ついて、固有森林生態系修復事業委員（アドバイザー）に助言を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協議先】 

・林野庁 関東森林管理局 

（・小笠原諸島森林生態系保全センター） 

 

 

  

森林生態系保護地域において事業を行う場合、「小笠原諸島森林生態

系保護地域保全管理計画」に則しているかを確認し、林野庁と協議 

協議の結果、小笠原部会に付議する場合は、事前にアドバイザーに助

言を得る 

小笠原部会に付議し了解をとる 
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図 1-4-1：森林生態系保護地域区域図（父島） 
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図 1-4-2：森林生態系保護地域区域図（母島） 
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 第２章 自然環境等 

小笠原諸島は、これまでに一度も大陸と繋がったことのない海洋島であること（日本の

多くの島嶼は、かつて大陸と繋がっていた大陸島である）、大陸や他の諸島から遠く離れ

て孤立していること、亜熱帯域に属することなどから本土とは大きく異なる独自の自然環

境を呈しており、世界的にも価値のある地域として世界自然遺産に登録されています。 

このような特殊な背景を持つ小笠原諸島においては、公共事業の実施に先立ち、発注者

及び受注側の技術者が小笠原諸島の自然環境を理解し、知識を深めることが重要です。 

そこで本章では、小笠原諸島の自然環境の特殊性と公共事業の実施において配慮すべき

対象の基礎情報について説明します。 

 

２‐１ 自然環境の特殊性の概要 

 ■ 本土と異なる生物種群   

小笠原諸島は、地理的・気候的要因から本土とは異なる生物相を示します。たとえば、

小笠原諸島の主な樹林は、モクタチバナ（ヤブコウジ科）、アカテツ（アカテツ科）、シマ

イスノキ（マンサク科）など本土とは様相が異なる樹木で構成されます。さらに、海洋島

であるため、固有種が多く生育します。 

固有種の多さは、植物相に限らず動物相にもいえます。小笠原諸島が世界自然遺産とし

て登録された大きな理由には、陸産貝類の固有種率が極めて高いことがあげられます。 

小笠原諸島の陸産貝類では、現生種として約 80 種の固有種が確認されています。さら

に、陸産貝類の属レベルにおいても、カタマイマイ属、オガサワラヤマキサゴ属、エンザ

ガイ属、テンスジオカモノアラガイ属、オガサワラキセルガイモドキ属、キバオカチグサ

ガイ属、エンザガイモドキ属の 7属は、小笠原固有属とされています。 

 

 ■ 脆弱な生態系の中での小さなハビタット  

小笠原諸島のうち父島の面積は 23.45㎢、次いで母島が 19.88㎢です。また、父島では

中央山が最も高く標高 319ｍ、母島では乳房山が最も高く標高 463mになります。それぞれ

の島内の地形は急峻で、小さな尾根や谷により切り分けられ、環境が細分化されています。

このことが、個々の生物の生息単位を小さくし、それぞれに生物の固有化を進めた要因の

ひとつであると考えられます。 

生物の分布（生息）域とは、気候、地形などの要因から、その種の生息（生育）できる

（している）地理的な範囲のことです。これに対し、ある生物のハビタットとは、すみか

（生息環境）のことであり、その種が生息（生育）するための食料や、繁殖などの条件に

よって左右されます。 

本土においては、多くの種でその分布域が広く、その中に多くのハビタットが存在しま

す。そのため、ハビタットの幾つかが失われても、直接的な種の絶滅にはつながらない可

能性が高いのです。しかし、小笠原諸島のような小さな海洋島においては、そもそもの分

布域が狭いうえに、地形的に細分化された個々のハビタットも小さいのが普通です。した
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がって、小笠原諸島において、ある特定の種は、地域的に局限された小さな分布域やハビ

タットに依存することが多いのです。つまり、ある特定のハビタットが損傷することで、

そのまま特定の種を絶滅に導く可能性があります。 

 

 ■ 気象条件に起因する大きな年変動  

小笠原諸島の樹林では常緑樹が多く、大きな風にさらされると、倒木があったり、枝や

葉を落としたりします。その結果、林内が明るくなり、日照を受けた植物が一斉に成長し、

林床を覆ったり、樹林が更新されたりします。樹木が生長し、上空の林冠が覆われて台風

が来襲する前の植生景観になるには、5～10 年程度を要します。再びその頃には、台風が

来襲し、強風にさらされるといった、大きな撹乱と再生が繰り返されます。 

また、台風の通過位置により、風の吹きこみ方が変わり、樹林が受ける影響は異なりま

す。そのため、島内の様々な場所に、異なる撹乱の跡がみられます。 

台風と同様に、大きな撹乱の要因となっているのが、干ばつです。海底から隆起して現

れた小笠原諸島の島々では表土が薄く、さらに急峻な斜面地では保水能力も小さく、水環

境が貧弱です。乾燥から身を守る仕組みを備えた植物では、少雨が続くと水分の蒸散を抑

えるために、葉を縮れさせ、時に落葉もさせることがあります。 

また、水環境に依存するトンボなどの水生生物はさらに過酷で、2004年の干ばつ時には

兄島においてトンボ類の個体数が激減し、回復に３年ほどを要したという報告もあります。 

小笠原諸島の動植物は、台風や干ばつといったその年々の気象の影響を大きく受けなが

ら生息（生育）していかなければなりません。 

なお、このような傾向は、近年の気候変動の影響により、台風の大型化や干ばつが及ぼ

す影響など、その被害の甚大化が懸念されます。 

 

２‐２ 小笠原の自然環境に対する配慮事項 

 ■ 環境配慮対象  

前述のような小笠原諸島の特殊な自然環境や生物相を背景とし、公共事業を実施する際

には、次に挙げる対象生物及びその生息域について配慮が必要となります。本マニュアル

では、主に父島と母島を対象地域と想定して作成していますが、小笠原諸島の他の属島に

ついても、個々の状況に応じた配慮が必要となります。 

≪配慮対象とその定義≫ 

【絶滅危惧種】  

絶滅危惧種とは、地球上、あるいは特定の地域から完全に消えてしまうおそれのあ

る生物種のことです。レッドリストとは、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度

を評価し選定したものであり、これ自体が規制等の法律上の効果をもつものではない

が、絶滅のおそれのある野生生物の保護を進めていくための基礎的な資料として広く

活用されることが期待されています。小笠原における公共事業の実施に際しては、

IUCN（国際自然保護連合）、環境省、東京都がそれぞれ独自に選定したレッドリスト

記載種に対し配慮する必要があります。なお、絶滅の危険度を示した各カテゴリは以

下に示しました。 
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＜各カテゴリ＞ 

EX：Extinct（絶滅） 

          既に絶滅したと考えられる種（飼育・栽培下を含む） 

EW：Extinct in Wild（野生絶滅） 

          飼育・栽培下では存続しているが、野生では既に絶滅したと考えられる種 

CR：Critically Endangered（絶滅危惧ⅠA 類） 

絶滅の危機に瀕している種（ごく近い将来に野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。） 

EN：Endangered（絶滅危惧ⅠB 類） 

絶滅の危機に瀕している種（ⅠA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の

危険性が高いもの。） 

VU：Vulnerable（絶滅危惧Ⅱ類） 

絶滅の危険が増大している種 （現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する

場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの。） 

NT: Near Threatened（準絶滅危惧） 

           現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位

カテゴリーに移行する要素を有する種 

LP: Threatened Local Population（絶滅のおそれのある地域個体群） 

  地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

LC：Least Concern (軽度懸念) 

  上記のいずれにも該当しない種（分布が広いものや、個体数の多い種が含まれる） 

DD：Data Deficient（情報不足） 

           評価するだけの情報が不足している種 

 

【自然公園法の指定動植物】（p.8-13参照） 

環境大臣が指定するものであり、自然公園の特別地域内において個体の捕獲、採取、

殺傷または損傷などの行為が規制されている種。 

 

【天然記念物】（p.19-21参照） 

文化財保護法に基づいて指定され、学術上貴重で、わが国の自然を記念するもので

あります。小笠原諸島においては動物や地質鉱物が天然記念物に指定されています。 

文化財保護法は、文化財の保存を目的としており、天然記念物の現状を変更し、ま

たはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときには文化庁長官の許可を得る

必要があります。 

 

【国内希少野生動植物種】（p.24-27参照） 

国内希少野生動植物種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

（以下、「種の保存法」と略す）によって定められています。種の保存法は、希少野

生動植物種を指定し、その捕獲、譲渡等を規制し、その生息地等を保護することによ

って、種の保存を図ろうとするものであります。 

これらの種は、学術研究または繁殖の目的で環境大臣の許可を得た場合等を除き、 

生きている個体の捕獲、採取、殺傷または損傷をしてはなりません。 

 

【固有種】 

ある生物の分布が特定の地域に限定されるとき、その生物種を固有種と呼びます。

小笠原諸島には、この地域にしか分布していない固有動植物が数多く存在します。固

有種は、学術的価値が非常に高く、生物多様性維持のうえでも重要であることから配

慮が必要です。 
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本マニュアルでは、上記の配慮対象と小笠原諸島での現状を勘案し、保全の対象種を選

定します。このうち、配慮の必要性が特に高いと思われる対象を【特に重要な種・植物群

落】として定義し、個別の配慮要件を提示しています。また、それ以外の配慮対象は、【そ

の他の重要種・重要植物群落】として扱います。 

【特に重要な種・植物群落】の選定は、国内希少野生動植物種（植物、哺乳類、鳥類、

昆虫類）、固有陸産貝類の全て、ウミガメ類、サンゴ類の全て、小笠原の樹林を表徴する

植物群落とします。 

【その他の重要種・重要植物群落】は、上記以外の重要な種・植物群落として、各法的

指定や各レッドリスト掲載の有無、固有性を基準に選定しました。ただし、生物の生息状

況や分布域は常に変動するものであり、将来的には配慮すべき対象生物種及びその地域も

変更される可能性があります。 

 

個々の生物群に対しての配慮対象種及びその生息域は「2-3 各生物群の配慮対象」に示

します。また、小笠原諸島には、生物以外にも独特な地形・地質・景観や、文化財・史跡

も点在し、これらについても本マニュアルにおいて配慮対象とします（「2-4 その他の自

然的要素」、「2-5 自然とのふれあい」）。 

 

 ■ 適切な調査の実施のために  

公共事業を実施するにあたり、事前に配慮対象の現状（対象生物の生息状況など）につ

いて調べ、その結果をもとに実施計画を立てる必要があります（詳細は「第３章 自然環

境調査 p.75～」を参照）。 

一般的に、自然環境に関わる技術者は、自らの経験や知識を踏まえ、調査対象フィール

ドにおいて自然環境のデータを得るようにしています。新たな調査対象地においても、こ

れまでの経験や知識をもとに、フィールドにおける調査データの収集や適切な自然環境の

評価を行います。 

しかし、特異的な自然環境を呈する小笠原諸島での調査経験が少ない調査技術者は、本

土で培った経験や知識が十分に発揮されないことがあります。それだけ、小笠原諸島の自

然環境は特殊であることを認識しなければなりません。 

そこで、小笠原諸島では、調査の実施にあたる技術者の経験や知識に加え、小笠原諸島

におけるこれまでの自然環境情報が重要になります。 

具体的には、以下のようなことが考えられます。 

① より詳細な既存データの収集 

② 小笠原での調査経験者のアドバイス 

③ 地元の有識者や小笠原に関する研究者等の専門家の方々からの情報 
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２‐３ 各生物群の配慮対象 

 

（１）植物（植物群落） 

価値の高い植生の生育区域周辺では、公共事業により、直接的に改変の影響を受け

たり、間接的に微気象の変化、濁水・水流の変化等が発生したりして、生育地として

の質が低下するおそれがあります。小笠原諸島では多くの固有種が生育し、工事区域

及びその周辺に固有種が生育する可能性は高く、このような区域では、生育する種の

生態に応じた配慮が必要になります。 

「小笠原世界遺産センター」では、小笠原の植生の中で貴重な群落が挙げられてい

る。価値の高い植生には、乾性低木林、湿性高木林、ワダンノキ群集、モクタチバナ

自然林、ヒメツバキ自然植生、母島型乾性低木林、オガサワラグワ群落があります。 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な植物群落】 
① 乾性低木林（コバノアカテツ-シマイスノキ群集） 

(ア)分布特性：父島列島を中心に分布している。父島・兄島で広い範囲に分布、
弟島で狭い範囲に分布、母島で稀に分布。 

(イ)生態的特徴：コバノアカテツ-シマイスノキ群集は、群落高 3m 以下の低木林
である。コバトベラ、ムニンイヌツゲ、ムニンヒサカキ等希少な固有種の生
育地となっている。 

② 湿性高木林（ウドノキ-シマホルトノキ群集） 
(ア)分布特性：母島で狭い範囲に分布。父島で稀に分布。母島の石門山付近に最

も発達した林分が見られる。 
(イ)生態的特徴：群落高 15m以上の高木林。セキモンウライソウ、ムニンミドリシ

ダなどの希少種の生育適地となっている。 
③ ワダンノキ群集 
(ア)分布特性：母島乳房山～石門山にいたる海抜 300m以上の雲霧帯に成立。 
(イ)生態的特徴：群落高 2m前後の低木林。 

④ モクタチバナ自然林（モクタチバナ-オガサワラアオグス群集典型亜群集ムニン
ヤツデ変群集） 

(ア)分布特性：母島で狭い範囲に分布。母島の海抜 300m以上の雲霧帯に成立。 
(イ)生態的特徴：群落高 7m前後の亜高木林。 

⑤ モクタチバナ自然林（モクタチバナ-オガサワラアオグス群集ヒメツバキ亜群集） 
（ア） 分布特性：母島で広い範囲に分布。母島の海岸付近から雲霧帯の下部まで広

く分布。 
（イ） 生態的特徴：群落高 6～15mの亜高木～高木林。 
⑥ ヒメツバキ自然植生（ヒメツバキ-コブガシ群集オガサワラモクレイシ亜群集シ

マイスノキ変群集） 
（ア） 分布特性：父島東平周辺及び兄島に分布。 
（イ） 生態的特徴：群落高 3～12mの低木～高木林。ムニンゴシュユ、アサヒエビネ、

チチジマクロキ等希少な固有種の生育地となっている。 
⑦ 母島型乾性低木林（コバノアカテツ‐ムニンアオガンピ群集） 
（ア） 分布特性：母島南部及び母島列島の属島に分布。 
（イ） 生態的特徴：シマイスノキを欠くが、組成・構造が父島列島にみられる乾性

低木林に似る。ハハジマトベラやムニンクロキなどの希少種の生育適地とな
っている。 

※オガサワラグワ群落は弟島に分布する。 
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（２）植物（植物相） 

希少・固有植物の生育区域周辺では、公共事業により、直接的に改変の影響を受け

たり、間接的に微気象の変化、濁水・水流の変化等が発生するなどにより、生育地と

しての質が低下するおそれがあります。小笠原諸島では多くの固有種や希少種が生育

し、工事区域及びその周辺にそれらが生育している可能性は高く、このような区域で

は、生育する種の生態に応じた配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

■ 国内希少野生植物種のすべての種（25種） 

オトメシダ、ヒメタニワタリ、ホソバシケチシダ、ムニンミドリシダ、ユズリハワ

ダン、コヘラナレン、コキンモウイノデ、ムニンツツジ、セキモンノキ、シマカコソ

ウ、ムニンノボタン、マルバタイミンタチバナ、アサヒエビネ、ホシツルラン、シマ

ホザキラン、シマツレザキソウ、タイヨウフウトウカズラ、コバトベラ、オキノクリ

ハラン、ムニンホオズキ、ナガバキブシ、ハザクラキブシ、ウチダシクロキ、セキモ

ンウライソウ、ウラジロコムラサキ 

※. ホソバシケチシダは南硫黄島に分布 

 

【その他の種】 

■ 絶滅危惧種（環境省、東京都レッドリストの掲載種） 

■ 自然公園法の指定植物 

■ 固有種 

 

 

希少植物の詳細な生息情報について確認したい場合は、環境省関東地方環境事務所野生

生物課または、小笠原自然保護官事務所に問い合わせてください。 
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（３）陸上動物（ほ乳類・鳥類） 

１）ほ乳類 

希少・固有のほ乳類の生息区域周辺では、公共事業により、移動経路が分断された

り、騒音・濁水等が発生したりして、繁殖・生息地としての質が低下するおそれがあ

ります。このような区域では、生息する種の生態に応じた配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

● オガサワラオオコウモリ 

分布特性：推定生息数は父島で 700～800 頭（未発表-IBO,2023）、母島で 100 頭以

上（未発表-IBO,2022）である。 

生態的特徴：繁殖期は冬期（12～３月頃）に集団ねぐらを形成し、初夏に１回１頭

の仔を産む（環境省）。夜行性で、食物は植物の葉や花蜜、果実である。 

 

IUCNレッドリスト：CR 
環境省レッドリスト：CR 
東京都レッドリスト：EN 
国内希少野生動物種：指定されている 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている 
固有区分：固有種 
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２）鳥類 

希少・固有の鳥類の生息区域周辺では、公共事業により、移動経路が分断されたり、

騒音・濁水等が発生したりして、繁殖・生息地としての質が低下するおそれがありま

す。また、鳥類の移動において道路は走行車両との衝突や、夜間照明灯への誘因によ

る灯具への衝突など事故が発生することがあります。このような区域では、生息する

種の生態に応じた配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

ア．オガサワラノスリ 

分布特性：父島列島、母島列島に生息する。 

生態的特徴：繁殖期は２～６月頃である。 

IUCNレッドリスト：指定なし 
環境省レッドリスト：EN 
東京都レッドリスト：EN 
国内希少野生動物種：指定されている 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている  
固有区分：固有種 
 

イ．アカガシラカラスバト 

分布特性：父島列島や母島列島に生息する。 

生態的特徴：繁殖期は９～３月頃であるが、近年の研究では一年中繁殖していると

も言われている。 

IUCNレッドリスト：指定なし 
環境省レッドリスト：CR 
東京都レッドリスト：CR 
国内希少野生動物種：指定されている 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている 
固有区分：固有種 
 

ウ．オガサワラカワラヒワ 

分布特性：母島、母島属島及び南硫黄島に生息している。 

生態的特徴：繁殖期は 4～6月頃である。また、近年では秋に繁殖行動と考えられ 

るさえずりが確認されるなど、秋繁殖の可能性も指摘されている（R4,環境省）。 

IUCNレッドリスト：指定なし 

環境省レッドリスト：CR 

東京都レッドリスト：CR 

国内希少野生動物種：指定されている 

自然公園法の指定動物：指定なし 

天然記念物指定：指定なし 

固有区分：固有種 
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保
全
の
対
象 

 

【その他の種】 

■ 国内希少野生動物種（オガサワラノスリ、アカガシラカラスバト、 

オガサワラカワラヒワを除く） 

ハハジマメグロ、オガサワラヒメミズナギドリ、セグロミズナギドリ 

 

■絶滅危惧種（環境省、東京都レッドリスト）（オガサワラノスリ、 

アカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワを除く留鳥を対象） 

ハハジマメグロ、オガサワラヒメミズナギドリ、セグロミズナギドリ 

 

■特別天然記念物 

 メグロ（ハハジマメグロ） 

 

■ 固有種・亜種（留鳥を対象） 

上記以外の鳥類として、ハシナガウグイス、オガサワラヒヨドリ 

 

【備考】 

アホウドリは、国内希少野生動物、特別天然記念物に指定され、IUCN・環境省・東京
都のレッドリストにおいて VU に位置付けられており、世界的にも保全の対象種であ
り、聟島列島で再繁殖を始めたが、父島や母島では繁殖していない。 
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（４）陸上動物（昆虫類） 

希少・固有の昆虫類の生息区域周辺では、公共事業により、移動経路が分断された

り、濁水・水流の変化等が発生したりして、繁殖・生息地としての質が低下するおそ

れがあります。このような区域では、生息する種の生態に応じた配慮が必要になりま

す。 

なお、父島、母島では昆虫類の生息数が激減しているため、下記に示す「特に重要

な種」以外にも重要な昆虫類は生息する。 

 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

ア．ハナダカトンボ 

分布特性：複数の島で広く見られたが、弟島、兄島、母島の３島のみに生息する。 

生態的特徴：産卵期は 7月～9月で、周囲より水の流れが遅く、水深のある流水域

において水際の湿った朽木、落枝等に産卵する（2020,環境省）。 

IUCNレッドリスト：CR 
環境省レッドリスト：EN 
東京都レッドリスト：EN 
国内希少野生動物種：指定されている 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている 

固有区分：固有種 

 

イ．オガサワラシジミ 

分布特性：母島のみで確認されていたが、令和２年４月以降の観察記録がなくなっ

た。今後の生息確認情報に留意しつつ、その都度最新の生息状況の確認を行う

必要がある。 

生態的特徴：産卵期は３月～９月で、幼虫はオオバシマムラサキやコブガシ等の特

定の植物のみを餌とする。 

IUCNレッドリスト：指定なし 
環境省レッドリスト：CR+EN 
東京都レッドリスト：CR 
国内希少野生動物種：指定されている 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている 

固有区分：固有種 
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保
全
の
対
象 

 

ウ．シマアカネ 

分布特性：父島では絶滅し、母島でも絶滅寸前である。 

生態的特徴：成虫は４～11 月に出現し、在来植物が優占する樹林中の渓流や小川

の淵部分、池に生息する。開けた環境は好まない。 

 

IUCNレッドリスト：CR 
環境省レッドリスト：VU 
東京都レッドリスト：EN 
国内希少野生動物種：指定なし 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている 

固有区分：固有種 

 

【備考】 

オガサワラハンミョウ、オガサワラトンボ、オガサワラアオイトトンボは、重要な
保全対象ではあるが、近年父島と母島での記録はない。 
オガサワラトンボ、オガサワライトトンボ、オガサワラタマムシ、オガサワラクマ

バチ、オガサワラゼミは天然記念物に指定されているので、現状変更等を行う場合は、
文化庁長官の許可が必要。 
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（５）陸上動物（陸産貝類） 

希少・固有の陸産貝類の生息区域周辺では、公共事業により、生息地が破壊された

り、移動経路が分断されたりすることで、繁殖・生息地としての質が低下するおそれ

があります。また、侵略的外来種の侵入により、希少・固有の陸産貝類の個体が死滅

します。このような区域では、生息する種の生態に応じた配慮が必要になります。 

 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

小笠原諸島に生息する固有陸産貝類のほとんどは天然記念物に指定され、保全

の対象である。 

南島において飼育繁殖した個体の再導入が 2023年より開始された。また、母島

では島内全域に生息しているが、そのうち尾根沿いや海岸沿いを分断しないこと

が重要であると考えられている。 

 

父島の陸産貝類のうち、ノミガイ類やエリマキガイのような小型種は広く残存

している。これらの種類はウズムシの影響を免れたが、侵略的な外来種が入った

場合、壊滅する危険性が高く、これらの外来種を父島に持ち込まないようにする

ことが重要である。母島では小型種も食べるコウガイビルによってノミガイ類が

激減しており、逆に父島のノミガイ類の価値が高まっている。 

 

母島において、ごく最近母島に沖縄から持ち込まれたエリマキコウガイビルや

アジアベッコウマイマイの影響で陸産貝類は減少傾向にある。まだ、分布してい

ない地点や、局所的に拡散が抑えられている地点もあるので、拡散防止が必要で

ある。 

アジアベッコウマイマイは、母島内で急速に個体数を増やし、特に農業害虫、

衛生害虫として問題になっているが、陸産貝類も捕食するため、分布の拡大を抑

止しなければならない。現在は沖村を中心に、中ノ平から乳房ダム、蝙蝠谷のあ

たりに分布が限られているが、時に道路工事に伴って北進線沿いに跳躍分布が起

き、そのたびに駆除対策が取られているが、非常に危険な状態である。 

ツヤオオヅアリは、20 年ほど前に母島に侵入し、沖村を中心に定着した。南崎

に資材について跳躍分布し、拡大して小型陸貝と土壌動物を激減させたが、その

後概ね駆除が成功しつつある。時に 道路工事に伴って北進線沿いに跳躍分布が起

きるので注意が必要である。 

これらの外来種は、母島の島内で拡散が進んでいるため、島内で移動させない

ように注意する必要がある。 
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保
全
の
対
象 

■ 国内希少野生動物種 

20種が指定されている。 

（上記の種は P27に示す。） 

 

■ 天然記念物 

12科が指定されている。 

（上記の種は P19に示す。） 

 

■ 絶滅危惧種（IUCN、環境省、東京都レッドリスト） 

【オキナエビス目】・・・ヨメガサ科１種、リュウテン科１種、 

アマオブネ科２種、フネアマガイ科１種、ヤマキサゴ科 14種 

【ニナ目】・・・カワザンショウガイ科４種、トウガタカワニナ科１種 

【オカミミガイ目】・・・オカミミガイ科２種 

【マイマイ目】・・・オカモノアラガイ科２種、ノミガイ科６種、 

キバサナギガイ科５種、キセルガイモドキ科４種、ベッコウマイマイ科 28種、 

ナンバンマイマイ科 15種 

・IUCN レッドリスト：62種が EX、CR、EN、VU、DDに指定 

・環境省レッドリスト：69種が EX、CR+EN、VU、NT、DDに指定 

・東京都レッドリスト：86種が EX、CR、EN、VU、NT、DD、留意種に指定 

「東京都の保護上重要な野生生物種」（島しょ部） 

～東京都レッドリスト～2011年版貝類（小笠原諸島のレッドリスト） 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/ 

red_data_book/redlist2011.files/2011-21.pdf 

 

■ 固有種 

83種が固有種と考えられている。 

 

【備考】 

天然記念物は科のレベルで指定されているが、分類の見直しが進められており、
それらの科は現在の固有種の所属する科とは必ずしも一致しない。文化財保護法の
運用上、手続きは、指定されている科の中で、固有種のみを対象として課されてい
る。 
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（６）爬虫類 

アオウミガメの産卵場所では、公共事業により、移動経路が分断されたり、騒音・

濁水・光害・水流の変化等が発生したりして、繁殖・生息地としての質が低下するお

それがあります。このような区域では、生息する種の生態に応じた配慮が必要になり

ます。 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

● アオウミガメ（の繁殖） 

分布特性：世界の熱帯、亜熱帯に広く分布する。日本での主な産卵場は屋久島と、

奄美大島以南八重山諸島までの南西諸島、小笠原諸島。小笠原諸島では、父島、

兄島、弟島、母島などで産卵が見られる。 

生態的特徴：孵化後外洋に出て生活し、産卵の時期を迎えると小笠原に戻り産卵す

る。 

IUCNレッドリスト：EN（繁殖） 
環境省レッドリスト：VU 
東京都レッドリスト：VU 
国内希少野生動物種：指定なし 
天然記念物指定：指定なし 
固有区分：区分不可 
 

【その他の種】 

 オガサワラトカゲ 

■ 絶滅危惧種（環境省、東京都レッドリスト） 

■ 固有種 

 

【備考】 

・小笠原諸島は、爬虫類相が貧弱であり、在来の固有種としてはオガサワラトカゲ１

種のみである。オガサワラトカゲは、父島と母島の広い範囲に生息する。 

・広域分布の在来種であるミナミトリシマヤモリは、南硫黄島に生息する。 
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（７）サンゴ礁（海域の水生生物を含む） 

小笠原諸島の周辺海域では 200種を超える造礁サンゴ類が確認され、サンゴ群集の

総面積は 456haになります。父島二見港では土砂や赤土の堆積が、サンゴ群集の発達

を妨げているといわれており、サンゴ群集の存在する区域での公共事業の実施に際し

ては、配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

サンゴは主に、父島二見港、巽湾、兄島瀬戸に面する海岸、滝之浦、母島東港、北

港などに分布している。 

 

サンゴ礁域の保全対象種のリストは別添資料に示す。 

【備考】 

サンゴ礁は、他の水生生物の生活の場となるために保全が必要である。なお、小笠

原諸島父島周辺はモニタリングサイト 1000 サンゴ礁調査の調査サイトとなってお

り、調査が行われている。 

以下に示すサンゴ礁の分布域は、生物多様性センターの「浅海域生態系現況把握調

査（2017～2021）」をもとに作成する。 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/  
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（８）水生生物（淡水域） 

希少・固有の淡水性水生生物の生息区域では、公共事業により、移動経路が分断さ

れたり、騒音・濁水・水流の変化等が発生したりして、繁殖・生息地としての質が低

下するおそれがあります。このような区域では、生息する種の生態に応じた配慮が必

要になります。 

 

保
全
の
対
象 

【特に重要な種】 

● ハナダカトンボ（幼虫） 

分布特性：複数の島で広く見られたが、弟島、兄島、母島の３島のみに生息する。 

生態的特徴：産卵期は 7月～9月で、周囲より水の流れが遅く、水深のある流水域

において水際の湿った朽木、落枝等に産卵する（2020,環境省）。 

IUCNレッドリスト：CR 
環境省レッドリスト：EN 
東京都レッドリスト：EN 
国内希少野生動物種：指定されている 
自然公園法の指定動物：指定なし 
天然記念物指定：指定されている 

固有区分：固有種 

 

【その他の種】 

≪昆虫類≫ 

■ 絶滅危惧種（IUCN、環境省、東京都レッドリストの掲載種） 

■ 天然記念物 

【昆虫類】シマアカネ、オガサワラセスジゲンゴロウ、オガサワラアメンボ 

■ 希少種（環境省、東京都レッドリスト）（シマアカネ、オガサワラセスジゲンゴ

ロウ除く） 

【昆虫類】・・・ケブカオヨギカタビロアメンボ 

 

【備考】 

小笠原諸島に生息する淡水性水生生物としては、シマアカネ（幼虫）、オガサワラ

トンボ（幼虫）、オガサワライトトンボ（幼虫）、ハナダカトンボ（幼虫）、オガ

サワラセスジゲンゴロウ、オガサワラアメンボが天然記念物に指定されている。 
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２‐４ その他の自然的要素 

小笠原諸島では、小笠原諸島の火山活動の記録を示す枕状溶岩、地形の隆起・沈降

を示す沈水カルスト地形等、重要な地形・地質が存在します。これらは、学術的に重

要なだけではなく、観光資源ともなり得るため、公共事業に際しては、最小限の改変

にとどめ、また構造物等によって景観が遮蔽されないような配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

小笠原諸島の成り立ちを解明する上で、重要な地形・地質で、学術的な価値のほか、

観光資源としての価値をもつものが該当する。 

 

ア．枕状溶岩 

分布域：父島では、小港海岸や亀の首の海食崖、ループトンネルなどで見られる。 

イ．貨幣石 

分布域：母島では南京浜、御幸浜、沖村、蝙蝠谷などで多産する。 

ウ．沈水カルスト地形 

特徴：南島の沈水カルスト地形は、有孔虫やサンゴ藻により海中で出来たリーフが

地表に隆起し、風化浸食により窪地が形成され、その後再び海底に沈んだもの

であり、独特の景観をなしている。 

分布域：南島周辺 

エ．カルスト地形 

分布域：母島の石門などで見られる。 
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図 2-4-1：重要な地形・地質の分布域（父島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※.本図は父島及び南島のみの情報を

記載し、属島については情報を記

載していないことに留意する。 

。 

※.沈水カルスト地形は海域を 

含む天然記念物の指定範囲を示し、必ずしも沈水カルスト地形の正

確な分布図を表現したものではないことに留意する。 

 

。 
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※.本図は母島のみの情報を記載し、

属島については情報を記載して

いないことに留意する。 

。 

図 2-4-2：重要な地形・地質の分布域（母島） 
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２‐５ 自然とのふれあい 

（１）景観 

１）海上からの眺望 

小笠原では、ダイビングやホエールウォッチングなど、海でのアクティビティーが

多く、また、島間の交通は船運に限られています。このような利用者にとって海上か

らみた島の景観は重要な要素であり、配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

小笠原諸島の各島の周囲で、定期船の航路や海でのアクティビティーなどが行われ

ている区域から眺望される陸域を対象とする。 

父島の二見港や母島の沖港は、おがさわら丸やははじま丸が入出港する、島の玄関

口となっている。このような場所から見える陸上の景観は、観光の面からも重要な要

素の一つである。また、海上から見える景観は街並み景観と自然景観に大別され、そ

れぞれに相応しい配慮が必要である。 

 

ア. おがさわら丸やははじま丸が入港する二見港内、沖港内から眺望される区域 

イ. ダイビングやホエールウォッチングで利用している近海域から眺望される区域 
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図 2-5-1：海上から眺望（父島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※.本図は父島周辺の情報を記載する。 

海上からの眺望（父島） 
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図 2-5-2：海上から眺望（母島） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※.本図は母島周辺の

情報を記載する。 

海上からの眺望（母島） 



基礎資料編 

69 

２）主な眺望地点からの眺望 

小笠原は小さい島ながら、200mを超える頂をいくつももち、それらの多くは良好な

眺望地点となっており、遠くの島を望んだり、ホエールウォッチングをしたりするポ

イントになっています。このような眺望地点から見える区域では、眺望を損なわない

よう、周囲と調和するような配慮が必要になります。 

 

保
全
の
対
象 

展望台など、見晴らしのよい地点から眺望される陸域を対象とする。 

 

ア．ウェザーステーションから眺望される区域  

イ．三日月山展望台から眺望される区域 

ウ．大神山神社・大神山展望台から眺望される区域 

エ．中央山展望台から眺望される区域 

オ．旭平展望台から眺望される区域 

カ．旭山から眺望される区域 

キ．長崎展望台から眺望される区域 

ク．初寝浦展望台から眺望される区域 

ケ．中山峠展望台から眺望される区域 

コ．高山展望台から眺望される区域 

サ．乳房山山頂から眺望される区域 

シ．新夕日ヶ丘から眺望される区域 

ス．剣崎山展望台から眺望される区域 

セ．小剣先山から眺望される区域 

ソ．鮫ヶ崎展望台から眺望される区域 

タ．小富士展望台から眺望される区域 

 

 

  




